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小諸市第 10 次基本計画 
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小諸市では、「小諸市自治基本条例」に基づき、総合的かつ計画的な行政経

営を図るため、「基本構想」及び「基本計画」から構成される「総合計画」を

策定しています。

小諸市自治基本条例は、市民が主役の自治（まちづくり）を進めるための基

本的なルールを定めたもので、このルールに基づく運用体制や制度を整備して

いくことによって、主権者である市民を主体とした「参加と協働のまちづくり」

を推進し、自治の発展をめざすことを目的としています。総合計画は、この運

用体制や制度の一環として、小諸市自治基本条例によって策定が義務付けられ

ているものです。 

これまでの間、「基本構想」については、平成26年度から27年度にかけて、

第５次基本構想策定の取り組みを進めてきました。具体的には、基本構想を「地

域経営のための計画」と位置付け、地域の様々な主体が地域のビジョンや各主

体の役割を共有するとともに、計画を運用する仕組みとしての「協働のまちづ

くりの体制構築」につなげることを最大の目的として、市民の皆様との協働に

より第５次基本構想の策定作業を進め、平成28年度から運用を開始しました。 

引き続いて、第５次基本構想に基づいた「行政の計画」としての「基本計画」

について、平成28年４月に新たに就任した小泉市長の任期に合わせるとともに、

市長公約を反映し、「第10次基本計画」を策定するものです。 

本市の総合計画は、「基本構想」「基本計画」「実施計画」の３層構造とし

ています。

このうち、「基本構想」は、地域を対象とした計画として長期のアウトカム

（成果）を示し、「基本計画」と「実施計画」は、行政を対象とした計画とし

て、基本計画は中期のアウトカム（成果）を、実施計画はアウトプット（産出）

とインプット（投入）を示すものと位置付けています。

また、これらはそれぞれ上位計画と下位計画として、「目的と手段」という

因果関係で結ばれており、基本構想を実現する手段として基本計画があり、基

本計画で掲げる目標等を実現する手段として実施計画を立案するものです。

(１)基本構想 

めざすべき将来都市像やまちづくりの目標、それらの実現に向けた政策

展開の基本的な考え方を示します。

１－２ 計画の構成 

１－１ 趣旨 
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(２)基本計画 

基本構想に示した目標を実現するために、各行政分野における主に行政

が担うべき施策を総合的、体系的に示します。

(３)実施計画 

基本計画に示された施策を進めていくために必要な個別の具体的事業等

を示します。

計画体系のイメージ図 

本市では、第４次基本構想・第８次基本計画の策定において、総合計画への

市長マニフェストの反映が強く意識され、計画期間については市長任期との整

合性を図ることを主眼に、基本構想を８年間、基本計画を４年間としました。 

また、小諸市自治基本条例においても、市長の選挙時の公約を総合計画に反

映させることが義務付けられていることから、「行政計画である基本計画」に

ついては、引き続き市長任期に合わせて改定を行うこととし、期間を４年間と

します。 

一方、「地域計画となる基本構想」については、それに求められる普遍性に

対して８年間という期間では短いと考えられることから、第５次基本構想の策

定において、市長任期１期分を追加して12年間を計画期間としました。 

計画期間のイメージ図 

年度 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

12年間

前期（４年間） 中期（４年間） 後期（４年間）

毎年内容見直し（３年間）

基本構想

基本計画

実施計画

１－３ 総合計画の期間 
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小諸市第 10 次基本計画 

序章

基本計画の考え方 

１ 基本計画策定の目的 

２ 計画の構成 

３ 計画期間 
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本市では、平成23年度から24年度にかけて取り組みを進めた「第９次基本計

画」の策定にあたり、基本計画を行政のマネジメントのための計画と位置づけ、

行政の情報体系としての計画を策定しました。そして、そのような行政マネジ

メントとしての計画運用に向けて、策定段階においては、可能な限り多くの職

員が参画すること（オーナー・シップ）、職員の意識を変えること（マインド・

セット）、総合計画だけでなく予算や行政評価など他のシステムも変革するこ

と（トータル・システム）の３点を重視しました。 

続いて、平成26年度から27年度にかけて取り組みを進めた「第５次基本構想」

の策定にあたっては、基本構想を「地域経営のための計画」と位置付け、地域

の様々な主体が地域のビジョンや各主体の役割を共有するとともに、基本構想

を運用する仕組みとしての「協働のまちづくりの体制構築」につなげることを

計画策定の最大の目的としました。そして、策定の段階から「基本構想を如何

に活用するか」という運用の段階を重視し、多くの市民の皆様、関係機関等の

皆様との協働による策定作業を進めました。 

これらを受け、「第10次基本計画」の策定にあたっては、「第９次基本計画」

に引き続き、基本計画を行政のマネジメントのための計画と位置づけ、第５次

基本構想に基づいた「行政の計画」として、基本構想で定めた行政の役割を具

現化する計画とします。また、基本計画に市長公約をすべて反映させるととも

に、市長任期と基本計画の計画期間を完全に一致させることなどにより、これ

まで以上に市長任期と基本計画の整合性を高めます。 

(１)財政目標 

本市では、第９次基本計画を「行政マネジメントのための計画」として

策定し、運用してきた結果、以前と比較すると総合計画、特に実施計画に

基づいて行政経営が行われるようになりました。しかし、第９次基本計画

は予算の裏づけに乏しかったため、基本計画と予算との連動性が低く、基

本計画は予算の制約を十分に考慮せずに策定（更新）される状態になって

おり、基本計画に基づく政策選択には課題がありました。そこで、第10次
基本計画は「財政目標」の設定をすることで財政規律のメカニズムを組み

込み、予算の裏づけのある、政策選択が可能な計画とします。

２ 計画の構成 

１ 基本計画策定の目的 
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(２)こもろ未来プロジェクト 

第10次基本計画及び、それに基づく実施計画に市長公約をすべて反映さ

せるため、市長公約に関連する事項について「こもろ未来プロジェクト」

として位置づけを整理します。 

(３)政策・施策 

第10次基本計画の骨格は、政策と施策の２層構造とします。このうち、

「政策」については、第５次基本構想のまちづくりの柱（政策分野別まち

づくり方針）の分野単位の枠組みで、基本構想で設定された行政の役割に

ついて、第10次基本計画の計画期間内に「どのように実施するか」という

取り組み姿勢を「方針」として示します。また、「施策」については、上

位政策に基づき、概ね「課」単位程度の枠組みで、より詳細に「どのよう

に実施するか」という取り組み姿勢を「方針」として、「どこまで実施す

るか」というめざす状態を「目標・目標値」として示すこととします。 

計画期間については、これまでの基本計画と同様に４年間とします。ただし、

これまで以上に市長任期と基本計画の整合性を高める観点から、市長任期と基

本計画の計画期間を完全に一致させるため、策定と同時に運用を開始すること

とし、年度単位の設定で「平成28年度から平成31年度まで」の４年間を計画期

間とします。 

【第 10次基本計画の計画期間】 

平成 28年度 ～ 平成 31年度 

（ 2016年度 ～  2019年度 ） 

３ 計画の期間 
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小諸市第 10 次基本計画 

第１章

財政目標 

１－１ 基本的な考え方 

１－２ 財政目標 

１－３ 財政目標の運用 
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本市では、少子高齢化や人口減少の進展、地価の下落などに伴い、今後、税収

をはじめとする一般財源の減少が見込まれる一方、歳出面では、社会保障関係

経費や公共施設の老朽化対策に要する経費などの増加が見込まれ、財政の硬直

化は避けられない状況である。

そこで、第10次基本計画では財政規律を示す財政目標を設定する。本計画で

設定する財政目標についての基本的な考え方は以下のとおりである。

財政運営の原則 

① 最小の経費で最大の効果を発揮するため、事業の見直しにより財源

を確保し、優先順位の高い事業に重点的に資源配分する。

② 基金や市債に依存した財政構造の回避は最優先事項である。そこ

で、重要事業による影響を除いた平年ベースの事業費は、一般財源

の不足を補填するための基金繰り入れをしないことをめざす。

③ 新規の公共施設整備は原則として凍結するとともに、公共施設の集

約化、複合化、不用な施設の除却などにより施設総量の縮減をめざ

す。

④ 小諸市の課題である「担税力の強化」に向けた施策・事業の推進な

ど、自主財源の確保に最大限努めるとともに、不要資産は積極的に

売却を進めるなど、資産の適正管理を進める。

⑤ 健全財政を維持するための基準として、今後、基金残高は標準財政

規模の 40％（約 40 億円）を下限、市債残高は標準財政規模の 200％

（約 200 億円）を上限とする。

１－１ 基本的な考え方 
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財政見通しは本市の財政が現状のまま進むと将来的に危機的な状況になるこ

とを示している。そこで、本市の財政が将来に渡って持続可能となる最低限の

水準として、以下の財政目標を設定した。第10次基本計画の計画期間内におい

て、市財政は原則として以下の財政目標の範囲内で運営されるものとする。

先述のとおり、財政目標は本市の財政が持続可能となる最低限の水準を示して

いる。そこで、第10次基本計画の計画期間内に財政目標が未達成となった場合

には、財政目標の未達成の原因を分析し、財政目標の達成に向けた改善策を総

合計画審議会及び９月議会に報告することとする。

財政目標 

① 基金残高：56億円以上

② 市債残高：190億円以下（臨時財政対策債を毎年 5億円と想定）

③ 実質公債費比率：11.5％以下

１－２ 財政目標 

１－３ 財政目標の運用 
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